
高梁市告示第４７号 

 高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付要綱をここに公布する。 

  令和８年３月１９日 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市告示第４７号 

   高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、次世代を担う若者の定住促進を図るため、市内において子育て世帯

向けの賃貸共同住宅の建設を行う者に対し、予算の範囲内において、高梁市子育て世帯

向け賃貸住宅建設促進補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、高梁市

補助金等交付規則（平成１６年高梁市規則第４５号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 

(1) 子育て世帯向け賃貸住宅（以下「対象住宅」という。） 次のいずれにも該当するも

のをいう。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令（以下「建築基準等」 

という。）の基準に適合しているもの 

イ 賃貸借契約を締結して賃貸する用途であるもの 

ウ 同一敷地内に２戸以上の住戸を有する住宅であるもの 

エ 1 戸の床面積の合計が５５平方メートル以上の住戸（以下「対象住戸」という。）

を１戸以上有する住宅であるもの 

オ 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されているもの 

カ 敷地内又は近隣に専用駐車場が１世帯あたり１台以上確保されているもの 

(2) 建設 建築物の存しない土地に対象住宅の新築（既存建築物を除却し、同一場所に

新築する場合を含む。）工事並びにこれと一体的に行う附帯工事及び外構工事を行うこ

と。 

（補助対象者） 



第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 市内において対象住宅を建設する個人又は法人であること。 

(2) 補助金の申請日において本市及び居住地（法人の場合は所在地）の市税等の滞納が

ないこと。 

 (3) 国、県その他の団体等から重複する補助金等の交付を受けていないこと。 

（補助の対象条件） 

第４条 補助の対象となる対象住宅は、第７条に規定する交付決定を受けた日の属する年

度の翌年度末までに竣工及び登記が完了するものとする。 

第５条 補助対象経費は、建設に要する工事費の総額とする。 

２ 補助金額は、前項に規定する補助対象経費に、対象住戸の総床面積を乗じ、対象住宅

の住戸にかかる総床面積で除して得た額の１０分の１（１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）又は１００万円に対象住戸の戸数（以下「対象住戸数」

という。）を乗じて得た額のいずれか小さい額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額を加えた額とする。ただし、当該額が１，０００万円を超える場合は、

１，０００万円とする。 

(1) 市内業者が建設する場合 １０万円に対象住戸数を乗じて得た額 

(2) 高梁市立地適正化計画における居住誘導区域内に建設する場合 １０万円に対象

住戸数を乗じて得た額 

(3) 既存建築物を除却し、同一場所に新築する場合（申請時において除却してから概ね

１年以内のものを含む。） ３０万円に対象住戸数を乗じて得た額 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事の着手まで

に、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付申請書（様式第１号）に関係書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補

助金の交付を決定し、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付決定通知書（様

式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（変更申請） 

第８条 交付決定通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる事項



のいずれかに該当する場合は、あらかじめ高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助

金変更交付申請書（様式第３号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 交付決定を受けた事業を中止しようとするとき。 

 (2) 補助金の額が変更となるとき。 

 (3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。 

２ 市長は、前項の変更交付申請書の提出により、申請書の内容を変更すべきものと決定

した場合は、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金変更交付決定通知書（様式

第４号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、登記完了日若しくは支払日のいずれか遅い日から２０日以内又は

補助金交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の末日のいずれか早い日までに、高梁

市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金実績報告書（様式第５号）に関係書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

（確定通知） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告の内容を審査し、速や

かに補助金の交付額を確定し、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金確定通知

書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、高梁市子育て世帯向け賃貸

住宅建設促進補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求の日から３０日以内にこれを支払わな

ければならない。 

（補助金の取消し等） 

第１２条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消

しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものと

する。 

(1)  この要綱に定める補助金の対象要件を欠くに至ったとき。 

(2)  偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。 

 (3)  その他、市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。 



２ 前項の規定により、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を命ず 

る場合は、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金返還（取消）決定通知書（様式

第８号）により行うものとする。 

３ 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から２箇月以内に返還命令

額を返還しなければならない。  

（建築した対象住宅の管理） 

第１３条 補助事業者は、良好な住環境を入居者に提供するため、適正な維持管理及び修

繕を行わなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の確定通知を受けた日から１０年間（以下「管理期間」という。）

は建設した対象住宅の用途を変更又は取り壊してはならない。 

３ 補助事業者は、前項の規定を定めた契約に限り、対象住宅を売買、交換その他取引に

供することができる。この場合において、新たに対象住宅を承継した者は、この要綱に

より定められた事項について遵守しなければならない責を負うものとする。 

４ 補助事業者は、第２項の規定にかかわらず、災害その他の理由により子育て世帯向け

賃貸住宅として対象住宅の管理が困難であると市長が認めたときは、管理期間中であっ

ても対象住宅の用途を変更又は取り壊すことができるものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付申請書 

                                 年  月  日 

高梁市長     様 

                                             〒 

                       住  所 

                       氏  名 

                       電話番号 

 

 高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金の交付を受けたいので、高梁市子育て世

帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり関係書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

所 在 地 高梁市 

事 業 内 容  

工 事 予 定 期 間 (着手)  年 月 日 (完了)  年 月 日 

工 事 施 工 業 者 
(住所) 

(氏名) 

補 助 対 象 経 費(A) 円  

住 戸 の 総 床 面 積(B) ㎡  

対 象 戸 数 (５ ５ ㎡ 以 上 の 部 屋 数 ) 戸  

補 助 対 象 住 戸 の 総 床 面 積(C) ㎡  

（ Ａ ） ＊ （ Ｃ ） ／ （ Ｂ ） 円  

加 算 要 件 
□市内業者      □居住誘導区域内 

□既存建築物の除却  □該当なし 

交 付 申 請 額 円  

添付書類  

（１） 申請者の住民票謄本（法人の場合は登記事項証明書） 

（２） 工事請負契約書の写し 

（３） 住宅の平面図（部屋ごとの間取り及び床面積が分かるもの） 

（４） 着工前の状況写真 

（５） 高梁市及び居住地（法人の場合は所在地）の市税等の滞納が無いことを証明する

書類 

（６） 解体工事がある場合は解体工事請負契約書の写し 

（７） その他市長が必要と認める書類



様式第２号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

         様 

高梁市長 

 

 

高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで交付申請のあった高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進

補助金について、次のとおり交付を決定したので、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促

進補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額                円 

  



様式第３号（第８条関係） 

高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金変更交付申請書 

 

                               年  月  日 

高梁市長     様 

                         〒 

                       住  所 

                       氏  名 

                       電話番号 

  

     年  月  日付け、   第   号で交付決定通知のあった高梁市子育て

世帯向け賃貸住宅建設促進補助金に係る事業について、下記のとおり変更したいので、高

梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付要綱第８条第１項の規定により、関係書

類を添えて変更申請します。 

 

記 

 

１ 補助金変更申請額             円（増減        円） 

 ２ 既交付決定額               円 

 ３ 変更事項・変更理由 

 

 

 ※関係書類 

 （１） 変更に係る資料（変更契約書等） 

  



様式第４号（第８条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

         様 

   

                          高梁市長 

 

 

高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金変更交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで変更交付申請のあった高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建

設促進補助金について、下記のとおり交付決定を変更することにしたので、高梁市子育て

世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

変更交付決定額              円 

 

   変更前交付決定額                        円 

          年  月  日付け、   第   号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

 

高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金実績報告書 

                                 年  月  日 

高梁市長     様 

                         〒 

                       住  所 

                       氏  名 

                       電話番号 

 

     年  月  日付け、   第   号で交付決定通知のあった高梁市子育て

世帯向け賃貸住宅建設促進補助金に係る事業を完了したので、高梁市子育て世帯向け賃貸

住宅建設促進補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告し

ます。 

 

記 

 

１ 補助金 

 建設に要する工事費 補助対象経費 

 
補助金額 

申請時 円 円 円 (交付決定額) 

実績報告時 円 円 円  

増減 円 円 円  

 

２ 工事期間 （着手）  年  月  日    （完了）  年  月  日 

 

３ 事業完了日      年  月  日 

 

４ 関係書類 

（１） 請負契約にかかる支払いの事実が確認できる書類 

  （２） 全部事項証明書 

  （３） 建築基準法第７条第５項に規定する検査済証の写し 

（４） 完成写真（全景） 



様式第６号（第１０条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

         様 

   

                          高梁市長 

 

 

高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金確定通知書 

 

     年  月  日付け、    第   号で交付決定した高梁市子育て世帯向

け賃貸住宅建設促進補助金について、次のとおり補助金の額を確定しましたので、高梁市

子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付要綱第１０条の規定により通知します。 

 

記 

 

交付確定額               円 

  



様式第７号（第１１条関係） 

 

高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付請求書 

 

                               年  月  日 

 

高梁市長     様 

                      

                    請求者 住所 

                        氏名          ㊞ 

                      

     年  月  日付け、   第   号により確定通知のありました高梁市子

育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金について、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進

補助金交付要綱第１１条の規定により下記金額を請求します。 

 

 

        

 

 

なお、上記については下記口座に振り込んでください。 

金融機関          銀行 

              信用金庫            店 

              農業協同組合 

預金種別   （ 普 通 ・ 当 座 ） 

口座番号 

口座名義   ふりがな 

       氏  名 

  ※ 口座名義人は申請者（請求者）と同一であること 

  

請求金額 円 



様式第８号（第１２条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

         様 

 

                          高梁市長 

 

 

高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金返還（取消）決定通知書 

 

     年  月  日付け、   第   号により交付決定した高梁市子育て世帯

向け賃貸住宅建設促進補助金について、下記のとおり交付決定を取り消しましたので、高

梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付要綱第１２条第２項の規定により通知し

ます。 

 

記 

 

１ 取消理由 

 

２ 取消にかかる措置 

 

３ 返還命令額（返還決定の場合）             円 

 


